
 

 

 

     議案第 2８号関連資料 

住宅新築資金等貸付金の債権放棄について 

 

１ 住宅新築資金等貸付制度 

  住宅新築資金等貸付制度は、歴史的社会的理由により生活環境の安全向上が阻害されてき

た地域の環境の整備改善を図るため、当該地域の住民に対し、一般金融機関よりも緩和した条

件（所得要件、抵当権、低金利など）で貸し付けを行うことにより、これらの地域の住宅環境の改

善を図り、住民の福祉増進に寄与することを目的とした制度です。 

昭和４８年度に国から市町村への住宅新築資金等貸付制度の助成が開始され、本市において

も、昭和４９年度から平成７年度まで、住宅改修・新築資金、宅地取得資金の貸し付けを行ってき

ました。最終的に１，３０６件の貸し付けを行い、元金と利息を加えた調定累計額は６２億１，８５７

万３８６円となっています。 

  

２ 貸付金の償還状況 

令和２年１２月３１日現在、償還未済額は１億１，４０８万６，７２２円で、償還率は９８.２％となり、

大部分の償還は終了していますが、借受人等の高齢化や死亡、所在不明、生活困窮などにより

長期間の滞納も発生しています。 

滞納に対しては、これまでも納付相談や納付督促により自主償還に取り組んできたほか、必要

な場合には、債権管理担当や弁護士職員と連携し、抵当権の実行など法的措置も行いながら滞

納金の償還を進めていますが、生活困窮等により一部滞納者については償還が困難な状況にな

っているため、市は、国の認定を受け回収不能助成金を受領しています。 

 ※ 回収不能助成金制度の概要 

   借受人及び保証人からの償還がこれ以上困難であると国土交通省が認定し（借受人が死亡、

破産、居所不明、生活保護等により償還が著しく困難であり、保証人からの償還も困難である

と認められる場合）、滞納元金及び利子に対して４分の３の助成金が市へ支払われるもの。助

成以降は国及び県からは償還事務が終了した債権として取り扱われます。 

 

３ 今回、債権放棄する理由及び元利金額等 

 ⑴ 債務者の無資力による回収不能状況が継続し、消滅時効１０年が経過したもの 

        １人   ２，７５０，４５２円 

 ⑵ 借受人の破産免責、生活困窮、死亡等により回収不能となり、国の認定を受け回収不能助成

金を受領（見込を含む）したもの 

        ４人  ２２，７８５，１８２円 

 (合計)   ５人  ２５，５３５，６３４円 

 

４ 今後の取り組み 

  法的措置を含め、債権回収が見込める債務者に対しては、引き続き納税課債権管理担当とも

連携しながら回収に努めていきます。 
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